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【手続補正書】
【提出日】平成28年4月27日(2016.4.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　視力が２０／２０以上である個人を含む個人に眼鏡またはサングラスを提供するために
、個人以外の人からの必要な介入のない自動データ獲得のために構成されるキオスクシス
テムであって、
　ａ．目の収差の他覚的測定を与えるための波面検知モジュールを備え、前記波面検知モ
ジュールは、瞳孔両端での波面スロープを測定し、かつ少なくとも円柱軸および円柱度数
を含む前記目の波面収差を判断し、さらに
　ｂ．前記個人が通し見るための複数の屈折矯正を提示する視覚矯正モジュールを備え、
前記複数の屈折矯正は、判断された前記波面収差に従う円柱度数および円柱軸ならびに複
数の焦点度数矯正を含み、前記焦点度数は、個人によって手動で制御され、さらに
　ｃ．前記複数の焦点度数矯正の下で前記目の視力を判断するための視力表と、
　ｄ．複数の焦点度数矯正について前記視覚矯正モジュールを通して前記視力表を読む際
の前記個人からの結果を受付けるマンマシンインターフェイスモジュールと、
　ｅ．目のデータを通信するためのエクスポートモジュールと、を備え、前記目のデータ
は、ｉ）前記波面検知モジュールにより他覚的に判断される前記円柱度数および前記円柱
軸と、ｉｉ）自覚的屈折を通して判断される前記焦点度数を含み、前記自覚的屈折は、前
記視力表を読むことによる複数の焦点度数矯正に対する前記個人の自覚的応答に基づく、
キオスクシステム。
【請求項２】
　フレームの選択を前記個人に提供するかつ前記個人から受けるように構成される装置を
さらに備える、請求項１に記載のキオスクシステム。
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【請求項３】
　眼鏡またはサングラスのフレームを着用したおよび／または着用していない前記個人の
写真を撮るように構成される装置をさらに備える、請求項１または２に記載のキオスクシ
ステム。
【請求項４】
　前記個人からの支払情報の受付けを行なうように構成される装置をさらに備える、請求
項１から３のいずれか１項に記載のキオスクシステム。
【請求項５】
　前記個人からの配送情報の受付けを行なうように構成される装置をさらに備える、請求
項１から４のいずれか１項に記載のキオスクシステム。
【請求項６】
　前記エクスポートモジュールは、カスタムレンズを製造するレンズ作製者とまたは既製
品レンズの倉庫と接続される、請求項１から５のいずれか１項に記載のキオスクシステム
。
【請求項７】
　前記通信されるデータは、ｉ）データを検討するための前記波面検知モジュールの記録
と、ｉｉ）前記複数の焦点度数矯正に対する前記視力表を読む際の前記個人の結果と、ｉ
ｉｉ）近業を読むための前記個人の短焦点度数と、のうち少なくとも１つをさらに含む、
請求項１から６のいずれか１項に記載のキオスクシステム。
【請求項８】
　前記キオスクシステムは、前記個人以外の前記人が前記通信されたデータを検討しかつ
フィードバックデータを当該キオスクシステムに送れるようにさらに構成される、請求項
１から７のいずれか１項に記載のキオスクシステム。
【請求項９】
　前記波面検知モジュールは、小型レンズアレイ波面センサを用いて前記目の収差を測定
する、請求項１から８のいずれか１項に記載のキオスクシステム。
【請求項１０】
　前記他覚的測定はさらに、焦点誤差、球面収差、コマ、および他の高次収差を含み、前
記円柱度数および前記円柱角は、前記目の瞳孔両端での判断された前記波面収差からの最
適化された視覚について判断される、請求項１から９のいずれか１項に記載のキオスクシ
ステム。
【請求項１１】
　前記円柱度数は、０．２５Ｄよりも微細な分解能である、請求項１から１０のいずれか
１項に記載のキオスクシステム。
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